
負担割合
1割

負担割合
2割

負担割合
3割

1,798 3,596 5,394

3,621 7,242 10,863

88 176 264

176 352 528

240 480 720 ※

負担割合
1割

負担割合
2割

負担割合
3割

1,460 2,920 4,380

2,930 5,860 8,790

88 176 264

176 352 528

240 480 720 ※1

20 40 60 ※2

負担割合
1割

負担割合
2割

負担割合
3割

1,390 2,780 4,170

2,800 5,600 8,400

88 176 264

176 352 528

240 480 720 ※

4.その他

（基本利用料＋加算）×9.2％

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
（要支援2・事業対象者　週2回利用）

若年性認知症利用者受入加算

第１号事業　料金表

1.通所型独自サービス（相当）

とくぢ苑デイサービスセンター
令和7年4月1日より

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
（要支援1・２・事業対象者　週1回利用）

基本利用料（1か月につき）
要支援１・２・事業対象者（週1回利用）

要支援２・事業対象者（週2回利用）

2.通所型独自サービス（A-1）

基本利用料（1か月につき）
要支援１・２・事業対象者（週1回利用）

要支援２・事業対象者（週2回利用）

※…65才未満で、主治医意見書の日常生活自立度がⅢ以上の方が算定対象。

加算（１か月につき）

基本利用料（1か月につき）
要支援１・２・事業対象者（週1回利用）

要支援２・事業対象者（週2回利用）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
（要支援1・２・事業対象者　週1回利用）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
（要支援2・事業対象者　週2回利用）

若年性認知症利用者受入加算

居宅内生活支援加算

加算（１か月につき）

3.通所型独自サービス（A-2）

加算（１回につき）

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

※1…65才未満で、主治医意見書の日常生活自立度がⅢ以上の方が算定対象。

※2…該当者のみ算定対象。

（基本利用料＋加算）×9.2％

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

レクリエーション費等 実費

加算（１か月につき）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
（要支援1・２・事業対象者　週1回利用）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
（要支援2・事業対象者　週2回利用）

若年性認知症利用者受入加算

昼食代 650円／1日

おむつ代等 実費

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

※…65才未満で、主治医意見書の日常生活自立度がⅢ以上の方が算定対象。

（基本利用料＋加算）×9.2％


